
当協議会では季節労働者の通年雇用化を促進する為、運転免許等の 

資格取得費用の助成を行っています。皆様のお申込みお待ちしております！ 

１、科  目    ・大型自動車免許 ・中型自動車免許  ・大型特殊免許 

                          ・けん引免許   ・普通自動車２種免許 ・その他 

                       ※普通自動車免許は助成出来ません 

２、受講料   講習料の ６０％ 助成（２０万円限度） 

     ＜お問合せ先＞ 

      美幌・津別地域季節労働者通年雇用促進支援協議会  
        〒092-8650 美幌町字東2条北2丁目25番地 美幌町役場経済部商工観光課内 

         電話番号：０１５２-７７-６１８８ 

３、受講の流れ  ①協議会に申請書を取りに来る。 

                                 ②講習を受ける自動車学校に行き、講習時期等を決める。 

                ③必要書類（下記４、必要書類を参照）を協議会に提出する。 

                                 ④協議会より「指定教育訓練実施計画承認通知書」が送付される。 

                                 ⑤自動車学校にて講習を受ける。 

                                 ⑥講習が終了し免許証が交付されたら、免許証の写し・領収証・印鑑・ 

            口座番号が分かるものを協議会に持参し「助成金交付申請書」に記入する。 

                                 ⑦協議会にて上記を確認後、受講料の６０％が本人口座に振込まれる。 

                       ※教習料は一旦全額ご自身でお支払して頂き、免許取得後に助成金が口座振込になります。 

４、必要書類      ①指定教育訓練実施計画承認申請書 １部 

                                 ②雇用保険特例受給資格者証、又は離職票・雇用保険被保険者証の写し 

                                 ③教習所の料金表    

                                 ④運転免許証のコピー（住所変更等、裏面に記載がある場合は裏面も） 

５、その他     資格を取得された方は１～２月頃に開催予定の通年雇用促進支援セミナーに参加頂きます。 

教  習  料 協議会助成額 
（60％・20万円限度） 

自己負担額 

 大型自動車免許 
３６２，６３０円 ２００，０００円 １６２，６３０円 

 （普通自動車免許持） 

 中型自動車免許 
１７１，８３０円 １０３，０９８円 ６８，７３２円 

 （普通自動車免許持） 

 大型特殊免許 
１０５，８１０円 ６３，４８６円 ４２，３２４円 

 （普通自動車免許持） 

 けん引免許 
１５９，０１０円 ９５，４０６円 ６３，６０４円 

 （普通自動車免許持） 

（例：美幌自動車学校の場合 ※令和８年４月１日時点 ） 

助成します！

令和８年度 資格取得支援事業 

※免許申請料等の公安でお支払い分は助成対象外となります。 


